
政
令
第
三
百
二
十
七
号

放
送
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
百
七
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

放
送
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
以
下
こ
の
条
」
を
「
第
四
号
及
び
次
項
」
に
、
「
）
又
は
」
を
「
）
、
」
に
、
「
）
に
対
し
」
を
「
）

又
は
認
定
放
送
持
株
会
社
に
対
し
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
ニ
に
」
を
「
ヘ
に
」
に
、
「
、
イ
に
」
を
「
イ
に
」
に
改

め
、
「
事
項
を
」
の
下
に
「
除
き
、
特
定
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
に
あ
つ
て
は
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
事
項
を
」
を
加
え
、
ニ
を

ヘ
と
し
、
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

法
第
九
十
三
条
第
一
項
第
七
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
が
そ
の
特
定
役
員
で
な
い
こ
と
の
確
認
に
関
す
る
事
項

ニ

法
第
九
十
三
条
第
一
項
第
七
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
又
は
同
号
ホ
⑵
に
掲
げ
る
者
（
衛
星
基
幹
放
送
又
は
移

動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
）
が
そ
の
議
決

権
に
占
め
る
割
合
に
関
す
る
事
項

第
八
条
第
一
項
第
四
号
ホ
中
「
前
号
ニ
」
を
「
前
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。



八

認
定
放
送
持
株
会
社

法
第
百
五
十
九
条
第
二
項
第
五
号
イ
⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
者
が
そ
の
特
定
役
員
で
な
い
こ
と
の

確
認
に
関
す
る
事
項
及
び
同
号
イ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
掲
げ
る
者
又
は
同
号
ロ
⑵
に
掲
げ
る
者
が
そ
の
議
決
権
に
占
め
る
割

合
に
関
す
る
事
項

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

放
送
に
係
る
外
資
規
制
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
、
総
務
大
臣
が
、
認
定
基
幹
放
送
事
業
者
又
は
認
定
放
送
持
株
会
社
に

対
し
、
外
国
人
等
が
そ
の
議
決
権
に
占
め
る
割
合
に
関
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


